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は、  ■日本 無形文化遺産保護条約に

どのように対応していますか？ 

無形文化遺産保護条約を批准した国は、次のことが求められています。 

①「自国内の無形文化遺産の目録」の作成 

②「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」への提案 

③「緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表」への提案 

それぞれに対する日本の対応は、文化庁が無形文化遺産保護条約への対応について調査審

議するために設置した「文化審議会文化財分科会無形文化遺産保護条約に関する特別委員会」

で調査審議を重ね、文化審議会文化財分科会を経て、文化庁としての対応を次のとおり決定

しました。 

① 「目録」については、国の指定・選定を受けた文化財の一覧を目録としてユネスコ

事務局に提出する。 

② 「代表一覧表」については、文化財の特徴及び指定件数に基づき区分を設け、指定

等の時期が早いものから順に提案する。 

③ 「緊急保護一覧表」については、文化財保護法で既に保護措置が確保されているた

め、日本からの記載提案は当面行わない。 
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■次に「代表一覧表」などへの記載が決定す

るのはいつですか？また、日本はどのよう

な無形文化遺産を提案していますか？

【日本の無形文化遺産】
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【日本の無形文化遺産】

和紙：日本の手漉和紙技術
      【石州半紙、本美濃紙、細川紙】

(当館で開催された特別展「日本のわざと美」展
 －重要無形文化財とそれを支える人々－
（2014年11月15日～2015年1月12日）での展示風景）

 次回、新たな「代表一覧表」などへの記載が決定するのは、２０１５年１１月～１２月

にナミビアで開催される第１０回政府間委員会です。

　日本は近年のユネスコの議論を踏まえ、国の指定を受け、保護措置が図られている同じ

分野の文化財をグルーピング化して提案を行っていくという方針です。２０１４年に記載

された「和紙：日本の手漉和紙技術」がその初めてのものです。

 ２０１５年サイクルの審査に向けて、２０１４年３月に「山・鉾・屋台行事」を提案し

ました。これはすでに記載された「京都祇園祭の山鉾行事」及び「日立風流物」を拡張し

た提案であり、国指定重要無形民俗文化財の山・鉾・屋台行事３２件から構成されます。

　ユネスコにおける審査が１年先送りとなったため、２０１５年３月に、再提案されまし

た。構成は、２０１４年提案の３２件に平成２６年度指定の「大垣祭の　行事」を追加し

て、３３件になりました。２０１６年の政府間委員会において審議される予定です。


